
議案第４号 

 

　　　財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和４７年阪南町条例第３７号）第３条の規

定により議会の議決を求める。 

 

１　取得する財産　　消防積載車　２台 

２　取 得 金 額　　金２２，４４０，０００円 

３　契 約 の 方 法　　指名競争入札 

４　契約の相手方　　大阪府阪南市鳥取４６４番地の４ 

　　　　　　　　　　有限会社阪南防災 

　　　　　　　　　　　代表取締役　中村　能治 

 

 

令和８年３月３日提出 

 

 

阪南市長　上　甲　　　誠 

 

 

提案理由 

　阪南市消防団が使用する消防積載車を更新するための措置


